
栃木県農業経営改善計画認定事務処理要領 

制定 令和７（2025）年５月30日 経技第 368号 

 

第１ 趣旨 

農業経営基盤強化促進法（以下「法」という。）第13条の２及び農業経営基盤強化促進法の

基本要綱第６の規定に基づき、栃木県が、２以上の市町の区域内における農業経営改善計画

の認定を行うにあたり、必要な事項を定める。 

 

第２ 計画の作成 

計画の認定を受けようとする農業者又は法人（以下「申請者」という。）は、農業経営改善

計画（以下「計画」という。）認定申請書を作成するものとする。 

 

第３ 計画の提出 

申請者は、住所又は、所在地を管轄する農業振興事務所長に農業経営改善計画認定申請書

及び様式第１号を各１部提出するものとする。なお、住所又は、所在地で農業経営を営んで

いない場合、計画の主たる区域を管轄する農業振興事務所長に提出するものとする。 

 

第４ 計画の認定 

１ 農業振興事務所長は、申請者より指導・助言等を求められた場合、必要に応じ市町や関係機

関・団体等と協力して現地調査を実施し、計画及び実施等に対する指導・助言を行う。 

２ 農業振興事務所長は、申請された計画の認定審査にあたっては、農業経営基盤の強化の促進

に関する基本方針に則して行う。 

３ 農業振興事務所長は、計画の認定をするときは、法第13条の２第３項の規定に基づき、様式第

２号に申請書の写しを添付し、当該申請書に係る関係市町長の意見を聴取するものとする。 

なお、「関係市町長」とは、当該申請書の農用地及び農業生産施設の所在する市町の長を指

す。この場合、関係市町長は、各市町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（以下

「基本構想」という。）に照らして適切なものであること等の認定要件に則し適当か否かを判断

し、様式第３号により農業振興事務所長に意見を回答するものとする。 

農業経営改善計画の対象となる全ての区域が一の農業振興事務所の所管区域に所在しない場

合、農業振興事務所長に代わり農政部長が意見聴取及び通知を行うものとする。 

４ 計画を認定した場合、農業振興事務所長又は農政部長（以下「農業振興事務所長等」という。）

は、申請者に様式第４号により、関係市町長には様式５号により通知するものとする。 

５ 認定しなかった場合、農業振興事務所長等は、様式第６号により認定をしない理由を明らか

にした上で、申請者に対しその旨を通知するものとする。 

 

第５ 処理期間 

県は、農業経営改善計画の申請を受理した日から休日等を除き42日（標準処理期間）以内

に審査を終了するものとする。ただし、関係市町村に意見を照会している期間は、処理期間



に含めないものとする。なお、申請書の受理日は、全ての書類が不備なく揃った日とする。 

 

第６ 計画の変更 

１ 法第13条の２の規定に基づき認定を受けた者が当該認定にかかる計画を変更しようとすると

きは、変更認定申請書（様式第７号）を農業振興事務所長に提出するものとする。 

変更認定申請書には、変更後の農業経営改善計画のほか、変更事項に係る書類を添付するもの

とする。 

２ 実施計画の変更の手続に当たっては、第４の手続を準用するものとする。 

 

第７ 認定の取消し 

１ 農業振興事務所長等は、法第13条第２項の規定により、当該実施計画の認定を取り消すこと

ができる。 

認定を取り消したときは、認定計画認定取り消し通知書（様式第８号）により認定を受けた者

に通知するものとする。 

２ 農業振興事務所長は、災害その他の事情により活動を継続することが困難になった等により、

認定を受けた者等から自発的な認定の取消しの申出（様式第９号）があった場合、様式第８号に

より認定を受けた者に通知するものとする。 

３ 認定を取り消した場合、当該認定に係る関係市町長に対し、その旨を通知するものとする。 

 

第８ 認定の証明 

認定通知書を紛失又は破損した場合であって、認定の証明を必要とする場合は、証明申請

書（様式第10号）を農業振興事務所等の申請先に提出し、証明（様式第11号）を受けるもの

とする。 

 

第９ 有効期間満了の通知 

農業振興事務所長等は、認定した農業経営改善計画について、有効期間満了の６か月前を

目安に、認定者に対して更新の周知を行うものとする。 

 

第10 その他 

この要領に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。 

 

附 則 

この要領は令和７（2025）年５月30日から適用する。 

 


